
電気通信大学非常勤研究員に関する規程

平成 8年11月20日

改正

平成16年 4月 1日

平成22年 3月19日

平成31年 3月28日

（目的）

第１条 この規程は、専門分野について高度な研究能力を持つ若手研究者を学内共同教育

研究施設等（以下「研究施設等」という。）において非常勤研究員として一定期間にわ

たり、特定の共同研究プロジェクトに従事させるために必要な事項を定め、もって研究

施設等における研究活動を発展推進させるとともに、人材育成に資することを目的とす

る。

２ 非常勤研究員は、非常勤職員就業規則別表に規定する研究員とする。

（資格）

第２条 非常勤研究員となることのできる者は、採用年度の４月１日現在における年齢が

３５歳未満である者（雇用を更新する場合においては、この限りでない。）で、博士の

学位を有する者又は博士の学位取得が確実である者とする。ただし、大学院生、研究生

等、教育研究指導を受けている者は除く。

（職務内容）

第３条 非常勤研究員は、研究施設等における共同研究プロジェクトを推進するため、研

究施設等の長の命を受け、一定の職務を分担し研究に従事する。

（選考）

第４条 非常勤研究員の選考は、研究施設等から提出される雇用計画書（別紙様式第１号）

に基づき研究施設等の運営委員会等の議を経て、予算の範囲内で学長が行う。

（報告書の提出）

第５条 研究施設等の長は、年度の終わりに、当該年度に採用した非常勤研究員について、

実績報告書（別紙様式第２号）を作成し、学長に提出する。

（勤務時間）

第６条 非常勤研究員の勤務時間は、週２０時間以上３０時間以内でそれぞれ定めるもの

とする。

（給与の取扱い）

第７条 非常勤研究員の勤務１時間当たりの本給については、国立大学法人電気通信大学

非常勤職員給与規程第２条第４項の計算式中３８.７５とあるのを、当該非常勤研究員

の１週当たりの所定勤務時間数として決定するものとする。

附 則

この要領は、平成８年１１月２０日から実施する。



附 則

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。



別紙様式第１号

（元号） 年度非常勤研究員雇用計画書

研究施設等名

非 常 勤 研 究 員 を

必 要 と す る 具 体

的 な 理 由

所 要 人 員 人



別紙様式第２号

（元号） 年度非常勤研究員雇用実績報告書

研究施設等名

採用前 及び任

氏 名 年齢 用期間 終了後 雇用期間 年間支給額 非常勤研究員採用に 備考

の身分 より得られた効果等


